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執
行
対
象
外
動
産
（
残
置
動
産
） 

の
保
管
に
つ
い
て

（
１
）
執
行
対
象
外
動
産
の
保
管
義
務
の
有
無
と
当

該
保
管
に
要
し
た
費
用
の
法
的
性
格

空
家
除
却
の
代
執
行
を
行
う
際
、
執
行
対
象
外
動

産
で
あ
る
残
置
動
産
の
保
管
義
務
の
有
無
、
あ
る
い

は
、
保
管
費
用
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判

決
は
現
時
点
で
は
な
く
、
ま
た
、
実
務
で
も
扱
い
が

分
か
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

残
置
動
産
の
よ
う
な
執
行
対
象
外
動
産
の
保
管
義

務
及
び
そ
れ
に
要
し
た
費
用
の
法
的
性
格
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
の
学
説
、
実

務
の
扱
い
、
裁
判
例
を
み
る
と
、
お
お
む
ね
、
①
事

務
管
理
説
、
②
代
執
行
事
務
・
事
務
管
理
併
用
説
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
後
者
は
、
代

執
行
事
務
と
事
務
管
理
に
よ
る
事
務
と
の
区
分
時
期

を
め
ぐ
っ
て
、
代
執
行
終
了
時
に
よ
り
区
分
す
る
併

用
型
代
執
行
終
了
時
区
分
説
と
、
相
当
期
間
経
過
時

を
も
っ
て
区
分
す
る
併
用
型
相
当
期
間
経
過
時
区
分

説
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
以
下
各
説
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。

（
２
）
各
説
の
検
討

ア
　
事
務
管
理
説

事
務
管
理
説
と
は
、
残
置
動
産
の
よ
う
な
執
行
対

象
外
動
産
の
搬
出（

（（
（

・
保
管
の
プ
ロ
セ
ス
を
全
て
事
務

管
理
と
解
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
行
政
庁
に
は
執
行

対
象
外
動
産
を
保
管
す
る
義
務
は
な
く
、
あ
え
て
行

政
庁
が
保
管
す
る
場
合
に
は
、事
務
管
理
が
成
立
し
、

善
管
注
意
義
務
の
下
で
、
こ
れ
を
保
管
す
る
と
す
る

説
で
す（

（（
（

（
図
７
参
照
）。

事
務
管
理
と
は
、
義
務
な
く
し
て
、
他
人
の
た
め

に
事
務
の
処
理
を
開
始
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
適
法

な
行
為
と
し
て
是
認
し
、
管
理
者
に
管
理
義
務
及
び

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第32回空家対策と代執行③

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

前
回
に
引
き
続
き
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
空
家
法
」
と
い
う
。）
及

び
空
家
対
策
条
例
に
よ
る
代
執
行
や
即
時
強
制
に

お
け
る
課
題
等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
な
お
、

行
政
代
執
行
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
解
説
し
た

本
連
載
第
12
回
（
37
号
）
も
併
せ
て
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

4
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管
理
の
継
続
義
務
を
負
わ
せ
、
事
務
管
理
に
よ
っ
て

生
じ
た
管
理
者
と
本
人
の
間
の
財
産
的
利
益
の
混
交

を
、
本
人
の
管
理
者
に
対
す
る
移
転
・
引
渡
請
求
権
、

管
理
者
の
本
人
に
対
す
る
有
益
費
用
償
還
請
求
権
及

び
損
害
転
嫁
請
求

権
に
よ
っ
て
調
整

す
る
制
度
で（

（（
（

す（
（（
（

。

事
務
管
理
が
成

立
す
る
た
め
に

は
、
①
他
人
の
事

務
の
管
理
を
始
め

る
こ
と
、
②
他
人

の
た
め
に
す
る
こ

と
、
③
法
律
上
の

義
務
（
権
限
）
が

な
い
こ
と
、
④
本

人
の
意
思
及
び
利

益
に
不
適
合
で
は

な
い
こ
と
、
が
必

要
と
な
り
ま
す

（
民
法
第
６
９
７

条
）。
事
務
管
理

に
は
、
受
任
者
に

よ
る
報
告
の
規
定

（
同
法
第
６
４
５

条
）、
受
任
者
に

よ
る
受
取
物
の
引

渡
義
務
等
に
つ
い

て
の
規
定
（
同
法

第
６
４
６
条
）、
受
任
者
の
金
銭
消
費
責
任
に
つ
い

て
の
規
定
（
同
法
第
６
４
７
条
）
が
準
用
さ
れ
て
い

ま
す
（
同
法
第
７
０
１
条
）。

イ
　
併
用
型
代
執
行
終
了
時
区
分
説

併
用
型
代
執
行
終
了
時
区
分
説
と
は
、
執
行
対
象

外
動
産
保
管
の
プ
ロ
セ
ス
を
代
執
行
に
付
随
す
る
事

務
と
事
務
管
理
の
併
用
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
立
場

の
う
ち
、
代
執
行
終
了
前
の
執
行
対
象
外
動
産
の
保

管
事
務
に
つ
い
て
は
、
代
執
行
に
付
随
す
る
事
務
で

あ
る
と
考
え
、
代
執
行
終
了
以
後
の
保
管
事
務
に
つ

い
て
は
、
事
務
管
理
で
あ
る
と
解
す
る
説
で
す
（
図

８
参
照（

（（
（

）（
（（
（

。
な
お
、
代
執
行
終
了
と
は
、
行
政
庁
に

よ
る
代
執
行
終
了
宣
言
時
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

ウ
　
併
用
型
相
当
期
間
経
過
時
区
分
説

併
用
型
相
当
期
間
経
過
時
区
分
説
と
は
、
残
置
動

産
の
よ
う
な
執
行
対
象
外
動
産
の
保
管
プ
ロ
セ
ス
を

代
執
行
に
付
随
す
る
事
務
と
事
務
管
理
の
併
用
に
よ

る
も
の
と
解
す
る
立
場
の
う
ち
、
義
務
者
が
保
管
動

産
を
引
き
取
る
こ
と
が
客
観
的
に
可
能
な
状
況
と
な

る
日
（
具
体
的
に
は
、
行
政
庁
の
設
定
す
る
引
取
期

限
の
日
）
前
に
お
け
る
残
置
動
産
の
保
管
に
つ
い
て

は
代
執
行
に
付
随
す
る
事
務
と
解
し
、
相
当
期
間
経

過
し
た
後
の
保
管
は
事
務
管
理
で
あ
る
と
解
す
る
説

で
す
（
図
９
参
照（

（（
（

）。

図７　事務管理説

〔事務処理〕

除却の開始＝保管の開始＝事務管理開始通知（民法第 699 条） 保管義務の消滅（31）

図８　併用型代執行終了時区分説

事務管理代執行事務

除却の開始＝保管の開始→引取通知 代執行終了宣言 保管義務の消滅

図９　併用型相当期間経過時区分説

事務管理代執行事務

除却の開始＝保管の開始→引取通知 引取請求期限相当期間 保管義務の消滅
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い
て
の
規
定
を
み
る
と
、
３
月
を
経
過
し
て
も
保
管

し
た
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
売

却
を
認
め
る
規
定
（
河
川
法
第
75
条
第
６
項
、
道
路

法
第
42
条
の
２
第
４
項
）
が
あ
り
、
ま
た
、
６
月
を

経
過
し
た
場
合
に
は
、
保
管
物
件
の
所
有
権
が
当
該

保
管
義
務
を
有
す
る
行
政
庁
が
属
す
る
行
政
主
体
に

帰
属
す
る
規
定
（
河
川
法
第
75
条
第
10
項
、
道
路
法

第
44
条
の
２
第
８
項
）
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

お
お
む
ね
３
月
か
ら
６
月
の
範
囲
で
相
当
期
間
を
定

め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
行
政
庁
が
保
管
義
務
の
履
行
に
要
し
た
費

用
に
つ
い
て
は
代
執
行
費
用
と
解
す
る
こ
と
が
法
の

正
義
に
も
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
公
益
実
現
の
た
め

の
費
用
と
し
て
一
般
の
私
債
権
よ
り
も
優
先
的
に
徴

収
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

注（
27
）
搬
出
行
為
は
、
保
管
行
為
を
行
う
た
め
の
事
前
行

為
で
あ
る
。

（
28
）
長
崎
地
判
昭
37
・
１
・
31
判
例
タ
イ
ム
ズ
１
２
８
号

１
３
９
頁
。

（
29
）
四
宮
和
夫
『
事
務
管
理･

不
当
利
得･

不
法
行
為

（
上
）』（
青
林
書
院
新
社
、
１
９
８
１
）
４ - 

５
頁
。

（
30
）
例
え
ば
、
甲
が
飼
育
し
て
い
る
愛
犬
が
甲
の
旅
行

中
に
逃
げ
出
し
た
た
め
近
く
に
住
む
乙
が
こ
れ
を
見

つ
け
て
保
護
す
る
場
合
、
乙
は
当
該
愛
犬
を
保
管
す

る
義
務
は
な
い
が
、
こ
れ
を
捕
獲
し
て
保
護
す
る
と

（
3
）
小
括

事
務
管
理
説
は
、
行
政
庁
に
執
行
対
象
外
動
産
の

保
管
義
務
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
す

が
、執
行
対
象
外
動
産
の
適
正
な
保
管
義
務
は
な
く
、

こ
れ
を
放
置
あ
る
い
は
破
棄
し
て
よ
い
と
解
す
る
の

は
不
合
理
で
あ
り
、
執
行
対
象
外
動
産
の
所
有
者
な

ど
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
信
義
則
上
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ

て
、
代
執
行
に
付
随
す
る
事
務
と
し
て
、
保
管
す
べ

き
義
務
が
生
じ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
行

政
庁
に
保
管
義
務
が
生
ず
る
以
上
、
義
務
な
き
こ
と

を
そ
の
要
件
と
す
る
事
務
管
理
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

次
に
、
併
用
型
代
執
行
終
了
時
区
分
説
は
、
執
行

対
象
外
動
産
に
つ
い
て
保
管
義
務
が
行
政
庁
に
生
じ

る
と
す
る
点
は
妥
当
で
す
が
、
な
ぜ
、
代
執
行
行
為

終
了
宣
言
の
前
後
に
お
い
て
保
管
の
法
的
性
格
が
異

な
る
の
か
に
つ
い
て
の
根
拠
は
薄
弱
で
す
。
ま
た
、
同

説
で
は
、
執
行
対
象
外
動
産
に
つ
い
て
、
代
執
行
行

為
そ
の
も
の
の
終
了
に
よ
り
即
時
に
保
管
義
務
が
消

滅
す
る
こ
と
に
な
り
、不
合
理
な
場
合
が
生
じ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
併
用
型
相
当
期
間
経
過
時
区
分

説
は
、
代
執
行
開
始
後
の
執
行
対
象
外
動
産
の
保
管

義
務
が
行
政
庁
に
あ
る
と
解
す
る
点
に
お
い
て
併
用

型
代
執
行
終
了
時
区
分
説
と
同
様
で
あ
り
、
合
理
性

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
保
管
義
務
が
客
観
的

に
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
期
間
に
限
っ
て
相
手
方
の

財
産
権
の
保
護
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政

庁
に
過
重
な
保
管
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
、
執
行
対
象
外
動
産
に
つ
い
て
一
定
期
間

こ
れ
ら
の
保
管
義
務
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
併
用
型

代
執
行
終
了
時
区
分
説
よ
り
も
相
手
方
の
財
産
の
保

全
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
ま
す
。

行
政
庁
は
、代
執
行
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

義
務
者
が
直
ち
に
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を

除
き
、
執
行
対
象
外
動
産
の
財
産
価
値
を
保
全
す
べ

く
保
管
を
行
う
信
義
則
上
の
義
務
を
負
い
ま
す
。
こ

う
し
た
代
執
行
庁
の
保
管
義
務
は
、
代
執
行
を
効
果

的
、
効
率
的
に
行
う
と
い
う
公
益
実
現
を
目
的
と
す

る
公
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
、
義
務
者
の
財

産
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
定
の
私

人
に
対
す
る
義
務
で
も
あ
り
ま
す
。
単
に
行
政
庁
の

職
員
が
行
政
庁
に
対
し
て
負
う
義
務
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保
管
義
務
の
レ
ベ
ル
は
、善
管
注
意
義
務
で
あ
り
、

事
務
管
理
に
準
じ
て
、「
最
も
本
人
の
利
益
に
適
合

す
る
方
法
」
で
あ
れ
ば
、
残
置
動
産
の
売
却
や
処
分

も
可
能
で
す
。
保
管
義
務
は
、相
当
期
間
経
過
後（
具

体
的
に
は
、
行
政
庁
の
設
定
す
る
引
取
期
限
後
）、

義
務
者
が
保
管
動
産
を
引
き
取
る
こ
と
が
客
観
的
に

可
能
な
状
況
に
至
っ
た
場
合
に
は
消
滅
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
相
当
期
間
に
つ
い
て
は
、
各
残
置
動

産
の
物
的
属
性
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
一
般
的
な
期

間
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
立
法
例
が
参
考
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
執
行
対
象
動
産
の
保
管
に
つ
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き
に
は
、
甲
の
利
益
に
か
な
う
よ
う
に
甲
の
愛
犬
に

餌
を
与
え
る
な
ど
し
て
適
切
に
保
管
し
、
甲
に
引
き

渡
す
義
務
を
負
い
、
保
管
費
用
を
請
求
す
る
権
利
を

取
得
す
る
。
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
他
の

事
務
に
関
し
勝
手
に
他
者
が
干
渉
す
る
こ
と
は
、
違

法
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
例
外
的
に
許
容
す
る
の
が
事

務
管
理
で
あ
る
。

（
31
）
事
務
管
理
者
は
、
本
人
又
は
そ
の
相
続
人
若
し
く

は
法
定
代
理
人
が
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至

る
ま
で
、
事
務
管
理
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
民
法
第
７
０
０
条
）。
こ
の
う
ち
、「
管
理
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
に
至
る
ま
で
」
と
は
、
本
人
ら
か
ら
の

申
出
に
よ
り
決
す
る
の
で
は
な
く
、
本
人
側
の
客
観

的
管
理
可
能
性
の
有
無
に
よ
る
。

（
32
）
岡
山
市
行
政
代
執
行
研
究
会
『
行
政
代
執
行
の
実

務
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
２
０
０
２
）
87
頁
及
び
こ
れ
を

引
用
す
る
福
井
県
『
福
井
県
空
き
家
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

Ⅲ - 

9
頁
、
福
岡
県
空
家
対
策
連
絡
協
議
会
適
正
管

理
部
会『
特
定
空
家
等
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
２
０
１
６
）

18
頁
。

（
33
）
岡
山
地
判
平
13
・
２
・
27
（
判
例
集
未
登
載
）。

（
34
）
宇
那
木
正
寛
「
行
政
代
執
行
に
お
け
る
課
題
」
行

政
法
研
究
11
号
（
２
０
１
５
）
71
頁
。
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フリーコール（通話料無料）
受付時間：月～金 9時から17時

TEL：0120-953-431
FAX：0120-953-495 URL：https://gyosei.jpWeb

サイト商品に関するご照会・お申込は、  株式会社

・特集　自治体における歴史的建築物の活用
歴史的建築物の活用と地域再生
歴史的資源を活用した観光まちづくり
歴史的建築物の活用に向けた条例の整備
歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドラインの策定
奈良県明日香村　明日香村の空き家を活用した取組
島根県津和野町　目指せ！滞在時間の延長　本当の津和野の魅力を伝えたい
石川県金沢市　金澤町家の再生活用に向けた取組
津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例
豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び活用に関する条例
萩市伝統的建造物群保存地区保存条例

・CLOSE UP　先進・ユニーク条例
志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例
神戸市遺留金取扱条例

・トピックス
「町村議会のあり方に関する研究会」報告書について


